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我が国の物流を取り巻く現状と取組状況

2022年9月2日

経済産業省・国土交通省・農林水産省

資料２

１．我が国の物流を取り巻く現状
（１）物流の現状

（２）「2024年問題」

（３）燃料価格高騰関係

２．行政の取組状況
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「持続可能な物流の構築」 関連テーマ
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1.（1） 物流の現状：国内貨物輸送量の推移

⚫ 国内貨物輸送量は輸送重量（トンベース）では、国内貨物輸送量は、ほぼ横ばいで推移してい
たが、2020年度は大幅に減少した。

⚫ 国内貨物のモード別輸送（トンキロベース）は、自動車が約５割、内航海運が約４割を占め、
鉄道の占める割合は全体の５％程度。

（出典）国土交通省総合政策局情報政策本部「自動車輸送統計年報」「鉄道輸送統計年報」「内航船舶輸送統計年報」「航空輸送統計年報」より作成。
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1.（1） 物流の現状：新型コロナウイルス感染症の影響（物流事業者への影響）

（出典）国土交通省総合政策局情報政策課「トラック輸送情報」（トラック主要24社）、「内航船舶輸送統計調査」（内航海運） 、JR貨物「輸送動向について」（鉄道貨物）、
財務省「貿易統計」（国際貨物）より、国土交通省総合政策局物流政策課作成

宅配便取扱個数（2019年同月比）

（出典）国土交通省総合政策局情報政策課「トラック輸送情報」より、国土交通省総合政策局物流政策課作成
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【国内貨物】 2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 (参考)2019年度比
2020年度累計

・トラック主要24社（重量トン）(％） +4.3 ＋1.7 +8.8 ＋2.3 ＋1.8 ▲0.5％

・鉄道貨物（重量トン）(％） ▲11.5 ▲16.7 ▲9.9 ▲13.4 ▲17.6 ▲8.6％

・内航海運：貨物船（重量トン）(％） ▲11.6 ▲14.1 ▲10.4 ▲11.4 ▲13.1 ▲10.9％

：油送船（重量トン）(％） ▲3.6 ▲10.6 ▲0.1 ▲9.3 ▲6.6 ▲8.1％

【国際貨物】

・価 額 ベース(円）(％）
輸 出 +13.6 +12.6 +17.5 +21.2 +24.2 ▲11.1％

輸 入 +21.8 +29.8 +32.7 +35.0 +41.7 ▲13.7％

⚫ BtoB貨物については、経済の停滞等を受け、一時大幅に貨物量が減少した。

⚫ 宅配便については、通販需要等の拡大により、取扱量の増加傾向がみられた。

4

5

【参考】生産活動（鉱工業指数）の推移

⚫ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、2020年は工業生産が大きく低下しており、
2022年5月現在でも、コロナ以前までの水準には戻っていない。

（出典）経済産業省「鉱工業指数」

変 動 要 因 （ 業 種 別 ）鉱 工 業 指 数 の 推 移
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※ 国土交通省統計資料より、国土交通省総合政策局物流政策課作成。
※ データは令和元年度のもの（一部例外、推計値有り）。この他に内航利用運送事業者、自動車利用運送事業者が存在。
※ 一部の業種については、報告提出事業者のみの合計の数値。
※ トラック運送業は軽自動車を除く。

区分 営業収入（億円） 事業者数 従業員数（千人） 中小企業率

トラック運送業 193,576 62,599 1,940 99.9%

JR貨物 1,610 1 5 -

内航海運業 8,604 3,376 69 99.7%

外航海運業 32,494 190 7 58.7%

港湾運送業 9,784 859 51 88.2%

航空貨物運送事業 2,719 22 42 50.0%

鉄道利用運送事業 2,841 1,140 8 86.0%

外航利用運送事業 3,797 1,105 5 81.0%

航空利用運送事業 6,397 203 14 69.0%

倉庫業 23,202 6,382 115 91.0%

トラックターミナル業 319 16 0.5 93.8%

計 286,860 - 2,257 -

1.（1）物流の現状：各物流業界の概要

6

1.（1） 物流の現状：業界別でのトラック輸送概況

⚫ 輸送手段に占める営業用トラックの活用割合が特に多いのは日用品、金属鉱、食料工業品等。
石油製品や窯業品など、自家輸送や内航海運を主な輸送手段とする品目も存在する。
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【割合の観点】

主要品目別の輸送手段割合（トンベース）

自動車（営業用） 自動車（自家用） 内航海運 JR貨物

[％]

営業用トラック割合
70％以上 輸送量2億トン以上

（出典） 「数字でみる物流2021年度」より経済産業省作成 7
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1.（1） 物流の現状：物流効率化における荷主の取組の重要性

⚫ 物流需要は受発注により発生。出荷・入荷の条件決定には発・着荷主が大きく関わっている。

⚫ このため、パレット化による作業負荷の削減や、荷積み・荷卸しに係る荷待ち時間の削減、共同
輸配送などの効率的な輸送の実現には、物流機能と調達・生産・販売・回収などの分野を総合
的に考えるロジスティクスの視点から、荷主の積極的な取組が重要となる。

（出典）苦瀬博仁『ソーシャル・ロジスティクス』を参考に経済産業省が作成し一部加工

（写真）トラック運転者の長時間労働解消に向けたポータルサイト

バラ積み 積み込み、荷卸し待ち

発荷主 着荷主

14

1.（1） 物流の現状：地球温暖化対策計画の改定（令和３年10月22日閣議決定）

15
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1.（2） 「物流の2024年問題」(トラックドライバーの時間外労働の上限規制）

⚫ トラックドライバーの年間労働時間は全産業平均に比べ2割程度長く、労災請求件数、支給決定件数ともに、
最も多い業種となっており、労働環境を改善する必要がある。

⚫ 2024年度からトラックドライバーに時間外労働の上限（休日を除く年960時間）規制が適用。

⚫ 労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間、休息時間等の基準を定める「自動車運転者の労働
時間等の改善のための基準」についても、改正に向けた検討が行われている。

トラックドライバーの年間労働時間

（出典）全日本トラック協会(2021)「日本のトラック輸送産業現状と課題」

法律・内容 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

労
働
基
準
法

時間外労働の上限規制
(年720時間)の適用

【一般則】

大企業に
適用

中小企業
に適用

時間外労働の上限規制
(年960時間)の適用
【自動車運転業務】

適用

年休5日取得
義務化 適用

月60時間超の時間外割増
賃金引き上げ

（25%→50%）の
中小企業への適用

適用

トラックドライバーの働き方改革

現行 2024年4月以降

改
善
基
準
告
示
（
抄
）

年間拘束時間 3,516時間

1ヶ月の拘束時間 293時間

1日の拘束時間 13時間

休息時間 継続8時間以上

労働政策
審議会において

検討中

16
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1.（2） 物流への影響について

⚫ 長距離運送における輸送手段確保が難しいケースが発生しており、企業によるリードタイムの延長、
長距離輸送から中継拠点でのスイッチ輸送（中継輸送）への切り替え等が行われている。

⚫ また、中距離輸送についても、制度改正を見据えた輸送方法の見直し等の動きが起きている。

属性（地域・業種） コメント内容 出典

四国地方
（徳島・一般運送）

2024年問題の影響も深刻だ。これまでは四国ー九州の片道約700キロを1日で運んでいたが、それができなくなる。片道2
日かかるとなれば、それだけ車両の回転率が下がる。1台当たりの売り上げが減るのでドライバーの手取りに影響する。それを
見越して当社は片道250キロ以内、1日で往復できる関西圏の仕事を数年前から開拓してきた。

月刊ロジスティクス・ビジネス
2022年4月号 P.42

関東地方
（茨城・卸） 500キロメートル以上、特に茨城から大阪のトラック便を見つけるのが非常に大変 月刊ロジスティクス・ビジネス

2022年4月号 P. 35

北陸・信越地方
（新潟・食品）

名古屋・大阪方面へのトラック確保が最近難しくなっている。北海道・九州への商品発送は鉄道とトラックの併用だが、
（名古屋や大阪では）そうもいかない。鉄道輸送へのモーダルシフトを行っているが、やはり限界がある。

月刊ロジスティクス・ビジネス
2020年4月号 P.28

関東地方
（東京・食品） 長距離運送が確保できない。中でも関東と静岡地区初、東北および西日本着の車両確保に苦戦している。 月刊ロジスティクス・ビジネス

2020年4月号 P.34

関東地方
（東京・食品） 関東から中国・四国・九州地方の幹線は中1日が一般化しつつある。 月刊ロジスティクス・ビジネス

2020年4月号 P.34

近畿地方
（京都・化学） 各方面ともにトラック不足が解消されていない。特に九州方面便において以前の他単価での車両確保が難しくなっている 月刊ロジスティクス・ビジネス

2020年4月号 P.42

九州地方
（福岡・総合物流）

長時間運行を規制する法規制の影響によって、これまでワンマンで九州・関東間の長距離配送していたところを、関西付近
でスイッチ運行するようにした。

月刊ロジスティクス・ビジネス
2020年4月号 P.45

九州地方
（福岡・倉庫） 福岡発四国行、広島以東方面へのリードタイムを1日延長するなどの動きが協力運送会社から見られるようになった 月刊ロジスティクス・ビジネス

2020年4月号 P.45

（出典）ライノス・パブリケーションズ刊「月刊ロジスティクス・ビジネス」2022年4月号および2020年4月号。（注）傍線は経済産業省による。
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1.（3） 燃料価格高騰関係：運輸業への影響

（出典）帝国データバンク「「物価高倒産」動向調査」（2022年8月8日）

⚫ 民間企業の分析によれば、原油や燃料、原材料などの「仕入れ価格上昇」や、取引先
からの値下げ圧力などで価格転嫁ができなかったことによる倒産が相次いでおり、コロ
ナによる輸送量の減少による経営悪化等の背景もあり、運輸業関係が特に多い状況
となっている。

21

１．我が国の物流を取り巻く現状
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2222

23

荷主・物流事業者の連携等による物流効率化・省エネ化等の取組

⚫ 物流の効率化や省エネ対策の観点からも、荷主と物流事業者が連携しながら取組を進めていくこ
とが不可欠であり、振興・規制・表彰等の施策が実施されている。

2016年10月改正：
・支援の対象となる流通業務総合効率化事業について一定の規模及び機能を有する流通業務施設を中核とする事業から、二以上
の者が連携して行うことを前提とする多様な取組へと対象を拡大。これにより、施設整備を伴わない、モーダルシフトや地域内での共同
配送等の多様な取組を支援の対象とした。

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（物流総合効率化法）

2018年12月改正：
・「荷主」の定義を見直し、貨物の所有権に関わらず、契約等で輸送の方法等(日時、場所、輸送モード)を決定する者を対象とした。
・荷受企業など、到着日時等を指示する事業者についても、「準荷主」として省エネへの協力を求める努力義務を導入。

2023年4月改正：
・2050年カーボンニュートラル等を踏まえ、非化石エネルギーへの転換に係る措置を導入。

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）

2022年：
「グリーン物流優良事業者表彰」から「物流パートナーシップ優良事業」に改称し、「物流DXや標準化の推進によるサプライチェーン全
体の徹底した最適化」、「労働力不足対策の推進と物流構造改革の推進」、「強靭で持続可能な物流ネットワークの構築」に資する
取組を幅広く評価（12月表彰予定）。

「物流パートナーシップ優良事業」表彰





—  95  —

物流標準化の取組①

○ 様々な規格・運用が存在していることにより、積替え作業の発生や
積載効率が低下するなど非効率

パレットの標準化

荷役作業の効率化、トラックへの積載効率の向上
積み替え作業の発生

標準化された規格・運用

一貫パレチゼーションの実現

出荷基地 納品基地
様々な規格・
運用

○ 様々な商品サイズ・形状により、パレット等への積載効率が低下す
るなど非効率

様々なサイズ 標準化されたサイズ

荷役作業の効率化、積載効率、保管効率の向上

外装の標準化

記載項目等を標準伝票に統一伝票種類、記載項目がバラバラ

検品・事務作業の効率化

様々な種類の伝票 統一伝票

○ 物流事業者と着荷主の間などで商品データが標準化された仕様
で共有されていないことから納品時の賞味期限確認等の検品におい
て非効率

出荷基地 納品基地

データ連携なし

出荷基地 納品基地

納品データ事前連絡

検品・荷卸し作業の効率化

データの連携

○ 荷主等の事業者ごとに伝票がバラバラであり、記載項目も異なる
ため、荷積み、荷卸し時におい非効率

伝票の標準化

データの標準化

●物流の効率化に向けた荷主・物流事業者等の関係者の連携・協働を円滑化するための環境
整備として、共同化・自動化等の前提となるハード・ソフトの標準化が必要。

26

業種分野横断的な物流標準化の取組

業種分野ごとの物流標準化の取組
加工食品分野

●加工食品分野における物流標準化アクションプラン（令和２年３月27日公表）
・加工食品分野における物流標準化研究会
・加工食品分野における物流標準化アクションプラン フォローアップ会

青果物分野
●青果物流通標準化ガイドライン骨子（令和４年４月15日公表）
・青果物流通標準化検討会

紙加工品分野
●紙加工品（衛生用品分野）におけるアクションプラン（令和４年４月18日公表）
・紙加工品（衛生用品分野）物流研究会

※令和４年７月28日時点

物流標準化の取組②

・官民物流標準化懇談会
議題：ハード・ソフト含むすべての物流各項目（パレット・外装サイズ、外装表示、伝票、データ・物流用

語等）の業種分野横断的な標準化

連携
協力

日本物流団体連合会・
物流標準化調査小委員会

・
・
・

・
・
・

パレット
●パレット標準化推進分科会 中間とりまとめ（令和４年６月27日公表）
・パレット標準化推進分科会

【ソフトの標準化】SIPスマート物流サービス
●物流標準ガイドライン -ver.1.0-（令和３年10月15日公表）

菓子（スナック・米菓）分野
●菓子物流（スナック・米菓系）におけるパレット標準化ガイドライン（令和４年５月20日公表）
・菓子パレット標準化促進協議会

27
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30

物流に関する広報に関する調査
●物流分野における労働生産性の向上等の物流課題の解決に向けては、物流を取り巻く現状・課題やその解決

のための取組の重要性について、関係者や一般消費者に認識してもらうことが極めて重要であり、総合物流施
策大綱においても、物流に関する広報を強化することとしている。

●下記のような調査を通じて、物流を取り巻く現状・課題や、目指すべき方向性に関する広報を強化するための効
果的な方策等を検討する。

一般消費者が物流危機に対して、どのように認識しているか把握す

ることで、広報戦略として必要とされる要件について示唆を得る。

（令和４年9月末実施想定、計５問／1000名まで。）

一般消費者向け定量アンケート
物流危機への意識、取組状況を確認するために、物流事業者や荷

主を対象にWEB定量アンケートを実施。

（令和４年9月末実施想定）

事業者向け定量アンケート

物流危機がもたらす、生活者への影響、企業活動への影響、物流危機に対する認識の現状、取組状況、その推進のうえでの課題点等に

ついて、ヒアリングを実施。（令和４年10月以降随時実施）

ヒアリング

その他
文献調査、ビッグデータ調査も実施。以上事項をとりまとめ広報戦略立案を実施。（令和５年１月頃）

【想定設問案 計5問まで】

Q. 物流に関して行っている現在行っている行動

(宅配BOXの利用、置き配等）など

Q. 物流危機が迫っていることを認知しているか

Q. 物流危機について現在どの程度の問題意識があるか

Q. 物流危機の詳細を聞いて問題意識は高まるか

Q. 物流危機に取り組む企業についてどう感じるか

【想定設問案】

Q. 物流危機に対する危機認識の強さ

Q. 物流危機に対する現在の取組状況

Q. 現在、取り組んでいる取組の詳細（自由回答）

Q. 物流危機への取組における課題感

：個社対応が難しい、生活者意識etc

Q. 事業者の情報（会社名／担当部署／連絡先） など

⚫ 経済産業省及び国土交通省の連携により、我が国で2040年までにフィジカルインターネットを
実現するべく、フィジカルインターネット実現会議を開催。

⚫ 令和3年10月から全6回開催し、令和4年3月に「フィジカルインターネット・ロードマップ」を策定
・公表（政府レベルのロードマップとしては世界初）

＜構成委員＞※敬称略・五十音順
浅野 耕児 一般財団法人流通システム開発センター ソリューション第二部 部長
荒木 勉 上智大学 名誉教授
伊勢川 光 一般社団法人日本物流団体連合会 理事・事務局長
小野塚 征志 株式会社ローランド・ベルガー パートナー
加藤 弘貴 公益財団法人流通経済研究所 専務理事
河合 亜矢子 学習院大学 経済学部 教授
齋藤 弘憲 公益社団法人経済同友会 執行役
嶋﨑 真理 一般社団法人日本倉庫協会 常務理事
土屋 知省 一般社団法人日本冷蔵倉庫協会 理事長
西岡 靖之 法政大学 デザイン工学部 教授
西成 活裕 東京大学 先端科学技術研究センター 教授
橋本 雅隆 明治大学 グローバル・ビジネス研究科 専任教授
原島 藤壽 公益社団法人全日本トラック協会 物流政策委員会 副委員長
藤野 直明 株式会社野村総合研究所 産業ＩＴイノベーション事業本部 主席研究員
北條 英 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 理事
堀内 保潔 一般社団法人日本経済団体連合会 産業政策本部長
宮澤 伸 日本商工会議所 地域振興部長
村上 富美 株式会社日経ＢＰ 日経ビジネス編集部 シニアエディター
吉本 一穂 早稲田大学 創造理工学部 教授

＜事務局＞
経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課 物流企画室
国土交通省 総合政策局 物流政策課 31

中長期の方向性―フィジカルインターネット実現会議

フィジカルインターネット実現会議 検討・実施体制

31
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フィジカルインターネット・ロードマップ

32

33

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）の概要

⚫ 省エネ法では、工場等の設置者、輸送事業者・荷主に対し、省エネ取組の目安となる判断基
準（設備管理の基準やエネルギー消費効率改善の年１％改善目標等）を示すとともに、一定
規模以上の事業者にはエネルギーの使用状況等を報告させ、取組が不十分な場合には指導・
助言や合理化計画の作成指示等を行うこととしている。

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
者
へ
の
直
接
規
制

使
用
者
へ
の

間
接
規
制

工場・事業場 運輸

工場等の設置者

・事業者の努力義務

貨物/旅客輸送事業者
・事業者の努力義務

荷主（自らの貨物を輸送事業者に
輸送させる者）

・事業者の努力義務

努力義務の対象者

特定貨物／旅客輸送事業者
（保有車両トラック200台以上等）

・計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の

定期報告義務

特定荷主
（年間輸送量3,000万ﾄﾝｷﾛ以上）

・計画の提出義務
・委託輸送に係るエネルギー

使用状況等の定期報告義務

報告義務等対象者

一般消費者への情報提供特定エネルギー消費機器等（トップランナー制度）

※建築物に関する規定は、平成29年度より建築物省エネ法に移行

製造事業者等（生産量等が一定以上）

・自動車や家電製品等32品目のエネルギー消費効率の
目標を設定し、製造事業者等に達成を求める

特定事業者
（エネルギー使用量1,500kl/年以上）

・エネルギー管理者等の選任義務
・中長期計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の定期報告義務

家電等の小売事業者やエネルギー小売事業者

・消費者への情報提供（努力義務）
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34

省エネ法における荷主制度の背景と概要

⚫ 平成18年の省エネ法改正において、運輸分野の省エネルギー対策として、輸送事業者とともに荷
主に対し、省エネ取組について義務づけ。

荷主が省エネの取組を実施するにあたって、具体的に措置すべき事項を判断基準として公表。

・ 省エネ取組方針の策定と効果の把握（方針の策定、社内体制の構築、定期的確認等）
・ 輸送効率向上措置等（荷姿の標準化、距離の短縮、モーダルシフト）
・ 目標の設定と計画的な取組の実施（中長期的に見た年間低減目標（１％） 等）

判断基準

自らの事業活動に伴う貨物輸送量が3,000万トンキロ以上の者を特定荷主として指定。

義務対象者

Ⅰ．中長期計画の策定（年１回、主務大臣（経済産業大臣＋事業所管大臣）に提出）
合理化の目標達成のために計画を作成する。

Ⅱ．定期の報告（年１回、主務大臣（経済産業大臣＋事業所管大臣）に提出）
・ 輸送に係るエネルギーの使用量
・ エネルギー消費原単位 ： 委託輸送に係るエネルギー使用量÷売上高や物流量
・ 省エネ措置の実施状況 等

義務内容

平成30年度改正省エネ法における荷主の定義変更・準荷主の位置づけ
⚫ 平成30年度の省エネ法改正において、貨物の所有権を問わず、契約等で輸送の方法等を決定

する事業者を荷主と定義することで、貨物の所有権はないものの輸送方法等を決定するネット小
売事業者も省エネ法の荷主規制の対象とした。

⚫ また、貨物輸送事業者との契約関係はないものの、貨物の受取又は引渡しを行う日時及び場
所の指示を行うことができる事業者を準荷主と位置づけ、努力義務を規定した。

35

貨物輸送ネット小売
事業者

連携

・積載率向上
・輸送量の平準化

・包装材の軽量化・小型化
・宅配ボックスの設置

契約等で輸送の方法等を決定する事業者 ⇒ 荷主〇

荷主の定義変更

荷主 ＝ 輸送の方法等を決定する事業者

・貨物の所有権を問わず、契約等で輸送の方法等を決定す
る事業者を荷主と定義。

・貨物の所有権のないネット小売事業者も省エネ法の対象へ。
※貨物輸送事業者との契約がなく、輸送の方法等を決定し

ていないモール事業者やＣtoＣの仲介事業者は対象外。

部品工場A

部品工場B

部品工場C

組立工場等

準荷主の位置づけ

荷主：
輸送方法を決定

準荷主：
到着日時等を指示
＜省エネへの協力＞

準荷主 ＝ 到着日時等を指示できる荷受側の事業者

・貨物の到着時刻等を指示できる荷受側の事業者を準荷主
と位置づけ、努力を求める。（努力義務）
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36

令和４年度改正省エネ法を踏まえた荷主関連の対応

⚫ 非化石エネルギーへの転換に関する措置の新設を踏まえ、その適切かつ有効な実施を図るための
荷主に対する判断の基準を新たに設けることが必要である。

⚫ 貨物輸送部門における非化石エネルギーへの転換にあたっては、荷主と貨物輸送事業者が、一
体となって取り組むことが重要。別途、国土交通省主導で検討される貨物輸送事業者に対する
非化石エネルギーへの転換に関する判断の基準と連携して検討を進める。

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（議員立法）の概要 （平成30年法律第96号）

⚫ トラック運送業の健全な発達を図るため、規制を適正化

⚫ 時間外労働規制の適用（令和６年４月）を見据え、緊急に運転者の労働条件を改善

改正の目的

改正の概要

１．規制の適正化

参入要件を厳格化（欠格期間の２年から５年への延長や、資金力確保の厳格化等）

２．事業者が遵守すべき事項の明確化

定期的な車両の点検・整備の実施や社会保険料の納付等の義務づけ

３．荷主対策の深度化

トラック事業者の法令遵守に係る荷主の配慮義務や、国土交通大臣による荷主への働きかけの規定を新設

４．標準的な運賃

運転者の労働条件を改善し、持続的に事業を運営するための参考指標として「標準的な運賃」の制度を導入

【時間外労働規制が適用されるまで（令和６年３月）の時限措置】

【時間外労働規制が適用されるまで（令和６年３月）の時限措置】
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